
奈
良
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
百
二
号

奈
良
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
表
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、

同
表
第
十
号
中
「
第
三
十
七
条
の
十
六
の
五
第
二
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十
六
の
六
第
二
項
」
に
、

「
第
三
十
七
条
の
十
六
の
五
第
三
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十
六
の
六
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同

表
第
十
一
号
と
し
、
同
表
第
九
号
中
「
第
三
十
七
条
の
十
六
の
四
第
二
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十
六

の
五
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
七
条
の
十
六
の
四
第
四
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十
六
の
五
第
四
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
号
と
し
、
同
表
第
八
号
中
「
第
三
十
七
条
の
十
六
の
三
第
二
項
」
を
「
第

三
十
七
条
の
十
六
の
四
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
七
条
の
十
六
の
三
第
四
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十

六
の
四
第
四
項
」
に
、
「
第
三
十
二
号
様
式
」
を
「
第
三
十
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
九

号
と
し
、
同
表
第
七
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

条
例
第
三
十
七
条
の
十
六
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
減
額
の
申

第
三
十
二
号
様
式

（八）
告
書
並
び
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
三
十
七
条

の
十
六
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
徴
収
猶
予
の
申
請
書
及
び
条
例

第
三
十
七
条
の
十
六
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
三

十
七
条
の
十
六
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
還
付
の
申
請
書

第
二
十
条
第
二
号
ア
中
「
第
三
十
七
条
の
十
八
（
第
二
号
を
除
く
。
）
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十
八

第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
財
団
法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協
会
（
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
に
財
団
法
人
日

本
ゴ
ル
フ
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協

会
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
１

５
条

の
２

第
１

５
条

の
８

「

「



第
二
十
五
号
様
式
中

既

存

住

宅

を

耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅

に

」

」

改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式
及
び
第
三
十
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め

既
存

住
宅

耐
震

基
準

適
合

既
存

住
宅

る
。第

三
十
三
号
様
式
を
削
る
。

第
三
十
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式

第
３

７
条

の
１

６
の

３
第

３
７

条
の

１
６

の
４

を
第
三
十
三
号
様
式
と
す
る
。

第
三
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



書

　　　　　年　　　月　　　日

減 額 申 告

徴収猶予申請

還 付 申 請

  第３２号様式（第１９条関係）

不動産取得税

　　奈良県　　県税事務所長殿

申告(請)者

住所(所在地)

氏名(名称)　　　　　　　　　　　印

　 第２項

奈良県税条例第３７条の１６の３ 第４項において準用する条例第３７条の１６の２第４項の規定により、
   第４項において準用する条例第３７条の１６の２第７項

 不動産取得税の徴収猶予を申告(請）します。

耐震基準不
適合住宅

所 在 地 地 番 家 屋 番 号 床 面 積

構 造 及 び 種 類 新 築 年 月 日 取 得 年 月 日 登 記 年 月 日

耐震基準不適合住宅
を譲渡する者

住 所 及 び 氏 名
譲 渡 す る 者 が
取 得 し た 年 月 日

譲 渡 す る 者 が
登 記 し た 年 月 日

譲 渡 す る 者 が
居 住 し た 期 間

耐震改修工事の種類 　地震に対する安全性の向上を目的とした　　増築　・　改築　・　修繕　・　模様替

耐 震 改 修
工 事 期 間

工事開始年月日 　　　　　　　　　　　                     　年　　　　月　　　　日

工事終了年月日 　　　　　　　　　　　　                     年　　　　月　　　　日

地方税法施行令第３７条の１８第２項の基準に
適合する旨の証明年月日

　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

居 住 開 始 年 月 日 　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

徴 収 猶 予 期 間 　　年　　      月　　      日から　　年　　      月　　      日 まで

徴 収 猶 予 申 請

還 付 申 請

還付を受けようとす
る場合

納 付 し た 税 額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　円

納 付 し た 年 月 日 　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

納 税 通 知 書 番 号 　　第　　　　　　　　　　号

減　　額

還　　付

不動産取得税の申告

受 付 番 号 　　第　　　　　　　　　　号

年 月 日 　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

減 額 申 告

金  額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　円



第
三
十
四
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
３

７
条

の
１

６
の

４
第

３
７

条
の

１
６

の
５

第
三
十
五
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
３

７
条

の
１

６
の

５
第

３
７

条
の

１
６

の
６

第
四
十
一
号
様
式
か
ら
第
四
十
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
４

１
号

様
式

か
ら

第
４

４
号

様
式

ま
で

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

奈
良
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
六
十
八
号
。
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
不
動
産
取
得
税
に
係
る
免
除
申
告
書
、
徴
収
猶
予
申
請
書
、
還
付
申
請
書
及
び
減
額
申
請
書

に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
条
例
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
不
動
産
取

得
税
に
係
る
免
除
申
告
書
、
徴
収
猶
予
申
請
書
及
び
還
付
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る

改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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